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直方市 介護保険制度における住宅改修について 

全 般 

〇住宅改修費の支給を受けるためには、着工前に申請を行い、承認を受ける必要があります。 

承認を受ける前に工事を始めた場合は、住宅改修費は支給されません。 

○書類に不備があるものは受付できません。 

○審査には２週間程度を要します。申請は余裕をもって行ってください。 

○修正ペン、修正テープは使用しないでください。 

○個人番号（マイナンバー）が書かれた書類を提出する場合は、以下のものを添付してください。 

・委任状 

・被保険者の身分証明書 

・個人番号カードの写し 

・代理人の身分証明書 

※なお、書類への個人番号の記載は省略可能です。 

 

事前申請について（住宅改修承認申請） 

改修工事に着工する前に、以下のものをご提出ください。 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修承認申請書 

・内訳明細書 

・内訳書 

・住宅改修が必要な理由書 

・承諾書（住宅の所有者が被保険者以外の場合） 

・平面図（施行前） 

・改修前の写真 

・取り付ける部材のカタログ（写し可） 

・その他確認できる資料 

 

※ 介護支援専門員（ケアマネジャー）がついている場合 

・居宅サービス計画書（ケアプラン）1～3表及びサービス担当者会議録を提出してください。 

・見積もりを 2社以上取得してください。見積もりが１社のみの場合は、同意書の提出が必要 

です。 
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事前申請の注意事項 

○内訳書について 

・改修の種類・箇所ごとに商品名、部材単価、数量等を区分けして記載してください。 

・材料費、工賃、諸経費を区分けして記載してください。※「工事一式」等は不可。 

・手すり取付けの場合、手すりごとに長さの記載が必要です。実際の手すりの長さ及び取付

工事に必要な範囲に限り、保険給付で認められます。 

・段差解消工事において、床材変更の工事を行う場合やスロープや階段を設置する場合、そ

の面積や体積を記載してください。 

例えば、コンクリート等のスロープを作製する場合、使用するコンクリート等の立米数を記

載してください。 

・工賃（大工の人件費等）は福岡県の「公共工事設計労務単価」を参考にしています。 

  1人工あたりの単価に、実際に必要な人工をかけた金額を施工費の上限とします。 

  なお、上記の単価は技術を持った大工の報酬です。 

・諸経費については、工事総額の 10％を基準とし、最高 15％までとします。 

○平面図について 

・改修する場所・部屋だけでなく、住居全体（敷地含む）をご用意ください。 

・居間や廊下等の場所の名称、既存の手すり等ある場合には設置箇所の記載をしてください 

○写真について 

・「写真貼付用紙（介護保険用）」に写真を貼りつけてください。 

・必ず日付を入れてください。 

黒板等に日付を書いて一緒に撮影するか、デート機能により撮影日を表示してください。 

・写真に朱色で改修イメージを書き込んでください。 

・段差等が確認できるよう撮影してください。また、段差の解消や、段差の昇降の為の手す

り取付等を行う場合、段差の程度が分かるようにメジャー等を使用して撮影してください。 

・手摺の取付の際、被保険者の身体状況に適した手摺の高さの確認の為、メジャー等を 

使用して高さの程度が分かるように撮影してください。 

・日頃の動線を確認するためなど必要に応じて、設置場所の全体がわかる写真の添付を求め

ることがあります。 

 （例）トイレや浴室の全体像、玄関部分の全体像 

・改修前後の写真は、原則として同じアングルであることを考慮して撮影してください。 

○理由書について 

・理由書作成者の氏名欄は署名もしくは記名の上、押印してください。 

・住宅改修の理由書には身体状況や生活環境を詳しく記載してください。 

・理由書は、居宅サービス計画書を作成するケアマネジャー及び地域包括支援センター担当職

員が作成するものとなっています。「居宅サービス計画書等が作成されている利用者の場合は、

居宅サービス計画書等の記載と重複する内容については、サービス計画の記載内容が確認す
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ることができれば、申請書・理由書への記載を省略して差し支えない。」と、なっております

ので、居宅サービス計画書（1～3表）の提出をお願いします。また、住宅改修前には担当者

会議を行い、計画書を作成されると思いますので、サービス担当者会議録も併せて提出をお

願いします。 

・居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成にあたるケアマネジャーがいない場合は、 

在宅介護支援センターに依頼するか、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者が作成

することができます。その場合は、資格者証等の写しを添付が必要となります。 

○カタログについて 

・使用する部材全てのカタログ（写し可）を添付してください。 

・カタログには、使用する部材や部材の色がわかるようにしるしをつけてください。 

・特別注文（オーダー）のものを使用する場合についても、可能な限り参考となる書類を 

添付してください。 

変更申請 

承認申請時と工事内容の変更（位置の変更、部材の変更、改修項目追加・削減等）がある場合や

利用者の状態が変わる場合などは必ずご連絡ください。必要に応じて「住宅改修変更承認申請書」

のご提出をお願いします。 

（例）手すりの取付位置が 10ｃｍ以上変わる場合 

申請取り下げ書 

承認申請後に改修工事が不要となった場合は、必ず「住宅改修取り下げ書」をご提出ください。 

支給申請 

以下のものをご提出ください。 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修支給申請書 

・領収書（原本） 

・承認通知書の写し 

・改修前後の写真 

・その他確認できる資料 

※支給申請書の締切及び支払について 

毎月 15日（休日の場合はその前日）までに支給申請があったものについては、翌月の 10日（休

日の場合はその翌日）支払となります。 

支給申請時の注意事項 

○領収書について 

・工事完了後の支給申請時は、必ず領収書の原本が必要です。確認後に原本は返却します。 

必要に応じて、収入印紙を貼付してください。 

・領収書と支給申請書に押印する事業者印は同一のものを使用してください。 
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○写真について 

・改修前と改修後の写真が必要です。改修前後の写真は同じアングルで撮影してください。 

・写真は完成日以降に撮影してください。 

・必要に応じて、全体の写真や取付箇所及び段差がわかるような写真を添付してください。 

その他 

○承認通知書は、被保険者（ご本人様）宛てに文書にて通知いたします。 

○住宅改修費の残額については、被保険者（ご本人様）とケアマネジャーのみ回答します。 

〇相見積りについて 

・住宅改修の受託が決定した事業者は、決定見積りに従い、承認申請書を作成してください。 

・選外となった事業所の見積りに関しては、担当の介護支援専門員が被保険者から写しを預か

り厳封処置後、決定事業所に居宅サービス計画書（ケアプラン）と一緒に添付し提出していた

だくか、直方市介護サービス係宛てに、写しを郵送もしくは持参にて提出してください。 

○介護保険の支給対象にならない住宅改修 

・住宅の新築や増築時に合わせた改修 

・一時的に居住している住宅の改修（住民票上の住所の住宅が支給対象のため） 

・改修理由が老朽化や部材の故障等の場合 

○入院中、施設入所中、介護認定（介護・変更）申請中 

原則支給できませんが、理由によっては、事前承認後の工事着工は可能です。ただし、退院、

退所できない場合や認定結果が「非該当」の場合は、支給を受けることはできません。 

入院中、施設入所中、介護認定申請中に事前申請をする場合は、申請者本人、理由書作成者、

改修施工業者の三者の同意書の提出が必要です。 

○住宅改修の範囲について 

以下の改修は認めません。 

・2階以上の居室に繋がる階段等の改修 

・屋外への２ヵ所以上の出入り口 

・幅 1ｍ以上のスロープ 

ただし、身体的な理由などから必要となる場合は可能です。 

〇被保険者の身体状況や生活環境などの介護状況に対して、不要と判断できる改修や合理的な理

由が認められない改修は、介護給付の支給対象外となります。 

 

ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。 

                               お問合せ 

〒822-8501 直方市殿町 7 番 1 号 

直 方 市 役 所  介 護 サ ー ビ ス 係 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 0 9 4 9－ 2 5－ 2 3 9 0 

Ｆ Ａ Ｘ ： 0 9 4 9－ 2 4－ 7 3 2 0 


